
はじめに

美容歯科という言葉を聞いたことがあるでしょうか？

多くの方はあまり耳にしたことがないと思います。

美容といえば医科というイメージが強いと思いますが、最近は歯

科医院でも美容歯科を行うところが増えてきています。

実際にテレビ等のメディアで美容歯科を取り上げることが増えつ

つあります。

歯科医院が美容歯科をはじめる理由はいろいろあると思います

が、歯科医院の経営が厳しい状況にあることが理由の 1 つなのは間

違いないと思います。

日本の人口は2004年にピークを迎えた後は毎年減少し続けてい

ます。

これは歯科医院を受診する患者の減少を意味します。

さらに最近はう蝕（虫歯）の患者も激減しており、多くの歯科医

院は予防歯科に力を入れるようになっています。

しかし、歯科医院が予防歯科に力を入れれば入れるほど、歯科医

院を受診する患者が減る可能性があり、歯科医院としては新しい分

野を常に模索している状況といえます。

さらに追い打ちをかけているのが、最近の物価と人件費の高騰で

す。歯科材料の値段は上がり続けていますが、保険診療の点数が上

がるわけではないので、歯科医院の利益率は下がり続けています。

人件費は大企業を中心にここ数年急激に伸びており、初任給で

30~40万円という歯科医院ではあり得ない水準になっている企業

もあるくらいです。

前述したように患者は減少傾向ですし、歯科医院の利益率も減少

しているなか、人件費は増やさないと人材確保が難しくなっていま

す。

このように歯科医院を取り巻く環境は厳しさを増す一方なので、



新しい収入源を確保する必要性があることから、美容歯科を始める

歯科医院が増えていると思われます。

しかし、美容歯科は新しい分野であり、法制度も含めて手探りの

状況にあるといえます。

特に歯科医師は歯科医業しか行えないので、どこまでが歯科医業

の範囲なのかということがとても重要です。

しかし、美容歯科の導入を勧めている業者や団体の中には歯科医

業の範囲を都合良く拡大解釈しているところもあると聞いていま

す。

たとえ一部の歯科医院であっても違法な可能性がある美容歯科を

はじめてしまうと、他の歯科医院も「大丈夫なんだ」と勘違いして

違法な可能性がある美容歯科をはじめてしまう危険性があると思い

ます。

美容歯科はこれから日本でも定着していくと思われる分野なの

で、そのような無法状態になることは避けたいと思い、今のうちに

美容歯科に関する正しいと思われる知識をまとめた書籍を出版する

ことにしました。

まだ美容歯科はマウスピース型矯正治療やホワイトニングのよう

に歯科医業の範囲だと世間一般に認識されているわけではないの

で、美容歯科の書籍を出版するのは時期尚早という意見もあること

は承知しておりますが、逆に今のうちに正しいと思われる知識を広

めることで、違法な可能性がある美容歯科が蔓延することを防げる

と思っています。

本書がこれから美容歯科を始めようと思っている、又は美容歯科

に興味ある歯科医院にとって参考となり、歯科医院の発展のお役に

立っための一助となれば幸いです。

令和 7 年12月
税理士
行政書士 西岡秀樹
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第 1 章

美容歯科に関する

法制度の知識

口



. . 
ー 歯科医院の現状. . 
(1) 日本の人口と歯科医院数

2024年12月の日本の人口は 1 億2,374万人ですが、 2024年の日

本の出産数は68万6,061人と 1899年の統計開始以降初めて70万人

を下回りました。

しかも 9 年連続で過去最少を更新し続けており、今後も人口は減

少し続けるのは避けられない状況です。

2004年12月の日本の人口は 1 億2,784万人だったので、 20年で

410万人も減少しています。

これに対して歯科医院の数は2004年10月は 6 万6,557施設だっ

たのに対し、 2023年10月は 6 万6,818施設と261施設増えていま

す（医療施設（静態・動態）調査より）。なお、本稿執筆時点にお

いて2024年10月の医療施設（静態・動態）調査の結果は発表され

ていないので、 2023年10月の医療施設（静態・動態）調査の結果

で比較しております。

人口が減っているのに歯科医院数は増えているので、歯科医院 l

件当たりの患者数が減るのは当然といえます。
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■ 図表 1 -1 施設の種類別にみた施設数

（平成16 (2004) 年医療施設（動態）調査より抜粋）

各年10月 1 日現在

施設数 対前年 構成割合（％）

平成16年 平成15年
増減数

増減率 平成16年 平成15年

(2004) (2003) (%) (2004) (2003) 

総 数 172,685 171,000 1,685 1.0 

病 院 9,077 9,122 • 45 • 0.5 100.0 100.0 

精神病院 1,076 1,073 3 0.3 11.9 11.8 

結核療蓑所 2 2 

゜
0.0 0.0 0.0 

一般病院 7,999 8,047 • 48 • 0.6 88.1 88.2 

（再掲） 4,291 4,211 80 1.9 47.3 46.2 
療蓑病床を有す
る病院

一般診療所 97,051 96,050 1,001 1.0 100.0 100.0 

有床 14,765 15,371 • 606 • 3.9 15.2 16.0 

（再掲） 2,543 2,639 • 96 • 3.6 2.6 2.7 
療蓑病床を有す

る一般診療所

無床 82,286 80,679 1,607 2.0 84.8 84.0 

歯科診療所 66,557 65,828 729 1.1 100.0 100.0 

有床 54 58 • 4 • 6.9 0.1 0.1 

無床 66,503 65,770 733 1.1 99.9 99.9 

出典： https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/04/kekka1-1.html 
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■ 図表 1-2 施設の種類別にみた施設数

（令和 5 (2023) 年医療施設（静態・動態）調査より抜粋）

各年10月 1 日現在

施設数 対前年 構成割合（％）

令和 5 年 令和 4 年
増減数

増減率 令和 5 年 令和 4 年

(2023) (2022) (%) (2023) (2022) 

総 数 179.834 181,093 • 1,259 • 0.7 ... ... 

病 院 8,122 8,156 • 34 • 0.4 100.0 100.0 

精神科病院 1,057 1,056 1 0.1 13.0 12.9 

一般病院 7,065 7,100 • 35 • 0.5 87.0 87.1 

（再掲） 3,403 3,458 • 55 •1. 6 41.9 42.4 
療蓑病床を有す
る病院

一般診療所 104,894 105,182 • 288 • 0.3 100.0 100.0 

有床 5,641 5,958 • 317 • 5.3 5.4 5.7 

（再掲） 506 586 • 80 • 13.7 0.5 0.6 
療蓑病床を有す

る一般診療所

無床 99,253 99,224 29 0.0 94.6 94.3 

歯科診療所 66,818 67,755 • 937 • 1.4 100.0 100.0 

有床 20 21 • 1 • 4.8 0.0 0.0 

無床 66,798 67,734 • 936 •1. 4 100.0 100.0 

(2) 歯科医院の経営状態
歯科医院の経営状態が厳しくなっているのは医療経済実態調査の

結果からも明らかです。

第15回（平成17年 (2005) 実施）の歯科医院（全体）の 1 施設

当たりの収支差額は1,187千円（年換算14,244千円）ですが、第

24回（令和 5 年 (2023) 実施）の歯科医院（全体）の 1 施設当た

りの損益差額は 11,144千円です。

このように 18年前と比べると歯科医院l件当たりの利益は年間

3,100千円も減っている計算になります。
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医業収益自体は第15回は4,150千円（年換算49,800千円）から

第24回は69,065千円と増えていますが、「はじめに」で書いたよ

うに物価と人件費の高騰が歯科医院の利益を押し下げていることが

わかります。

第15回では歯科医院（全体）の 1 施設当たりの給与費の割合は

32.1 ％だったのに対し、第24回では40.2％と8.1 ％も増加していま

す。

医薬品費と歯科材料費の割合も第15回では7.2％だったのが、第

24回では9.1 ％と1.9％も増加しています。

(3) 歯科医院の収入構成の変化

医療経済実態調査から歯科医院の収入構成も 18年前と比べると

変わっていることがわかります。

第15回では保険診療収入が占める割合は87.2％もありましたが、

第24回では76.1 ％に減っています。

これは歯科医院の自由診療収入の割合が増加していることを示し

ています。

以前から歯科医院は医科に比べると自由診療収入の割合は高かっ

たのですが、以前は自由診療収入の中心は矯正歯科や詰め物（イン

レー）や被せ物（クラウン）といった自費の歯が中心だったと思わ

れます。しかし、最近はインプラント、ホワイトニング、マウス

ピース型矯正治療と自由診療の種類が増えてきています。

しかし、インプラント、ホワイトニング、マウスピース型矯正治

療もすでに多くの歯科医院が行っており、市場としては飽和状態に

あると言って差し支えないと思います。

ですから、「はじめに」にも書いたように、今後は美容歯科を始

める歯科医院が増えてくると考えられます。

1 歯科医院の現状 5 



゜ 瀕 1 儲 溜 曲 菌 泣 ― r l 湮 叫 窃 速 咄 」 洞 S 塗 躍

■
図
表
1
-
3

歯
科
診
療
所
の
収
支
状
況

（
第
15
回
（
平
成

17
年

(2
00

5)
実
施
）
医
療
経
済
実
態
調
査
よ
り
抜
粋
）

歯
科
診
租
所

(1
施
設
当
た
り
）

個
人

そ
の
他

全
体

金
額

構
成
比
率

金
額
の

金
額

構
成
比
率

金
額
の

金
額

構
成
比
率

金
額
の

13
年

6
月

15
年

6
月

13
年

6
月

15
年

6
月

伸
び
率

13
年

6
月

15
年

6
月

13
年

6
月

15
年

6
月

伸
び
率

13
年

6
月

15
年

6
月

13
年

6
月

15
年

6
月

伸
び
串

千
円

千
円

%
 

%
 

%
 

千
円

千
円

%
 

%
 

%
 

千
円

千
円

%
 

%
 

%
 

I
 
医
租
収
入

3,
83
0 
3,
68
9 
10
0.
0 
10
0.
0 
-3
.7
 
6,
35
1 
6,
94
0 
10
0.
0 
10
0.
0 
9.
3 
4,
16
2 
4,
15
0 
10
0.
0 
10
0.
0 
-0
.3
 

1
 
保
険
診
租
収
入

3,
33
1 
3,
26
7 
87
.0
 
88
.6
 
-1
.9
 
5,
20
9 
5,
74
2 
82
.0
 
82
.7
 
10
.2
 
3,
57
8 
3,
61
8 
86
.0
 
87
.2
 
1.1
 

2
労
災
等
診
租
収
入

゜
2
 
0.
0 
0.1
 

2
 

゜
0.
0 
0.
0 
-1
00
.0
 

゜
1
 
0.
0 
0.
0 

3.
そ
の
他
の
診
療
収
入

46
2 
38
8 
12
.1
 
10
.5
 
-1
6.
0 
1,
04
3 
1,
15
9 
16
.4
 
16
.7
 
1 1
.1 
53
9 
49
8 
13
.0
 
12
.0
 
-7
.6
 

4.
そ
の
他
の
医
粟
収
入

36
 
32
 
0.
9 
0.
9 

ー
1
1.

1
97
 
39
 
1.
5
 
0.
6 
-5
9.
8 
44
 
33
 
1.1
 
0.
8 
-2
5.
0 

n
 医
業
只
用

2,
55
5 
2,
46
4 
66
.7
 
66
.8
 
-3
.6
 
5,
45
7 
5,
98
1 
85
.9
 
86
.2
 
9.
6 
2,
93
8 
2,
96
3 
70
.6
 
7
1.
4
 
0.
9 

1
 
給
与
＂

1,
01
2 
1,
01
1 
26
.4
 
27
.4
 
-
0.1 
3,
12
8 
3,
26
1 
49
.3
 
47
.0
 
4.
3 
1,
29
1 
1,
33
1 
3
1.
0
 
32
.1
 
3.
1 

2.
医
薬
品
費

52
 
45
 
1.
4
 
1.
2 
-1
3.
5 
67
 
74
 
1.1
 
1.1
 
10
.4
 
54
 
49
 
1.
3 
1.
2
 
-
9.
3 

3.
歯
科
材
料
閃

24
6 
22
6 
6.1
 
6.
0 
-9
.3
 
42
2 
39
7 
6.
6 
5.
7 
-5
.9
 
26
9 
24
8 
6.
5 
6.
0 
-7
.8
 

4.
委
託
只

43
0 
41
8 
11
.
2
 
1 1
.3
 
-2
.8
 
53
3 
74
4 
8.
4 
10
.7
 
39
.6
 
44
3 
46
4 
10
.6
 
11
.2
 
4.
7 

5.
減
岱
償
却
R

19
2 
15
7 
5.
0 
4.
3 
-1
8.
2 
25
7 
21
0 
4.
0 
3.
0 
-1
8.
3 
20
1 
16
5 
4.
8 
4.
0 
-1
7.
9 

（
再
掲
）
建
物
減
価
償
却
只

69
 
53
 
1.
8
 
1.
4
 
-2
3.
2 
83
 
34
 
1.
3 
0.
5 
-5
9.
0 
71 
50
 
1.
7
 
1
2
 
-2
9.
6 

（
再
掲
）
医
租
楓
器
減
価
償
却
只

58
 
53
 
1.
5 
1.
4
 
-8
.6
 
86
 
75
 
1.
4 
1.1
 
-1
2.
8 
62
 
56
 
1.
5 
1.
3 
-9
.7
 

6.
そ
の
他
の
医
粟
n
用

62
4 
60
9 
16
.3
 
16
.5
 
-2
.4
 
1,
05
0 
1,
29
4 
16
.5
 
18
.6
 
23
.2
 
68
0 
70
7 
16
.3
 
17
.0
 
4.
0 

m
収
支
差
額

(
1
-
l
l
)

1,
27
4 
1,
22
5 
33
.3
 
33
.2
 
-3
.8
 
89
4 
95
9 
14
.1
 
13
.8
 
7.
3 
1,
22
4 
1,
18
7 
29
.4
 
28
.6
 
-3
.0
 

施
設
数

58
6 
54
4 

89
 
90
 

67
5 
63
4 

（注
）

1.
「
そ
の
他
」
は
、
医
租
法
人

(8
9
施
設
）
、
医
療
生
協

(1
施
設
）
の
歯
科
診
療
所
で
あ
る
。

2
個
人
立
の
歯
科
診
療
所
の
収
支
差
額
か
ら
は
、
開
設
者
の
報
酬
と
な
る
部
分
以
外
に
、
建
物
、
設
偽
に
つ
い
て
現
存
物
の
価
値
以
上
の
改
普
を
行
う
た
め
の
内
部
貴
金
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。



■
図
表
1
-
4

歯
科
診
療
所
の
収
支
状
況

（
第
24
回
（
令
和

5
年

(2
02

3)
実
施
）
医
療
経
済
実
態
調
査
よ
り
抜
粋
）

歯
科
診
病
所
（
集
計

2
)

(1
施
設
当
た
り
損
益
）

囲 益 園 河 S 涸 井

臼
人

医
隕
法
人

そ
の
他

全
体

金
口

構
成
比
事

金伯t
J1び

の滋
金
額

構
成
比
牢

金仲
口び

租の
金
額

構
成
比
牢

金伯
口び

の皐
金

1l
1

構
成
比
事

伯金
額び

田の
前（

度々
年）

貯（
度年)

 
n（

虞々
年）

前（
霞年)

 
前（

度々
年）

n（度
年) 

n（
霞々

年）
前（

度年)
 

前（
度々

）年
前（

度年)
 

訂（度
々）年

訂（
度年)

 
n（

麿々
年）

前（
度年)

 
討（

度々
年）

訊（
窪年) 

干
円

千
円

%
 

%
 

%
 

干
円

干
円

%
 

%
 

%
 

干
円

干
円

%
 

%
 

%
 

千f
ll

千
円

%
 

%
 

%
 

I
 区
鑓
収
益

47
,9
58
 
47
.1
90
 
10
0.
5 
99
.9
 
-1
.6
 1
08
．
匹
11
0,
76
8 
10
0.
1 
99
.7
 
1.
8
 

拿
. 

. 
* 
-
68
,9
11
 
69
,0
65
 
10
0.
3 
99
.8
 
0.
2 

(0
考）

益「「新
（伍型(

霙Iコ-
口ロ向4ナ

)19ウ
虹イ

労ル
金ス

をS鯰
染く

庄）
閲J

遭を
の鯰

惰い
助た

金医累
収
47
.5
18
 
47
.0
43
 
99
.5
 
99
.6
 

ー1
.0
10
8,
19
9 
11
0.
50
0 
99
.5
 
99
.5
 
2.1
 

拿
. 

. 
. 
-
68
.3
99
 
68
,8
76
 
99
.5
 
99
.5
 
0.
7 

I
.
保
隣
鯰
口
収
益

39
.2
52
 
39
.1
93
 
82
.2 
82
.9
 
-0
.2 
n,6
68 
78
.4
27
 
71
,4
 
70
.6
 
1.
0 

拿
拿

. 
. 
-
52
.4
89
 

笠
，
7
0
8
76
.4
 
76
.1
 
0.
4 

2.
労
災
等
鯰
復
収
益

6
 
4
 
0.
0 
0.
0 
-3
3.
3 

' 
7
 
0.
0 
0.
0 
60
0.
0 

拿
. 

. 
. 

4
 
5
 
0.
0 
0.
0 
25
.0
 

3.
そ
の
伯
の
鯰
痘
収
益

7.
26
7 
6.
90
9 
15
.2
 
14
.6
 
-4
.9
 
28
,3
53
 

2
9
．
細
26
.
t
 

お
．
9
5.
3 

. 
. 

. 
. 
-
14
.5
08
 
14
,7
92
 
21
1 
21
.4
 
2.
0 

4.
そ
の
他
の
医
鑓
収
益

1.
43
4 
1.
08
4 
3.
0 
2.
3 
-2
4.
4 
2.
82
9 
2,
47
4 
2.
6 
2.
2 
-1
2.
5 

* 
* 

. 
. 

ー
1.
91
1
1,
56
0 
2.
8 
2.
3 
-1
8.
4 

（再
掲）

1l
i（

益型
露コ

日ロ
向ナ

けウ
慰イ

労ル
金ス

を感
鯰染

く在
）閲
遭
の
襦
助
金

四
14
7 
0.
9 
0.
3 
-6
6.
6 

匹
26
8 
0.
6 
0.
2 
-5
9.
0 

* 
* 

. 
. 

51
2 
18
8 
0.
7 
0.
3 
-6
3.
3 

n
 介
謹
収
益

21
7 
21
3 
0.
5 
0.
5 
-1
.8
 
55
9 
58
4 
0.
5 
0.
5 
4.
5 

拿
拿

. 
. 

33
5 

3勾
0.
5 
0.
5 
1.
5 

m
 
医
黛
・
介

II
費
用

34
,9
79
 
35
,0
23
 
73
.3
 
74
.1
 
0.
1 
99
,0
00
 
10
1,
72
9 
91
.0
 
91
.6
 
2.
8 

. 
. 

. 
. 
-
57
,1
03
 
58
,0
73
 
83
.1
 
83
.9
 
1.
7 

1
 給
与
費

14
,1
92
 
14
,2
68
 
29
.7
 
30
.2
 
0.
5 
51
,9
83
 
53
,3
62
 
47
.8
 
48
.0
 
2.
7 

. 
. 

. 
. 
-
27
.2
85
 
27
,8
16
 
39
.7
 

ヽ0
.2
1.
9
 

2.
医
襲
品
費

76
1 
72
0 
1.
6 
1.
5
 
-5
.4
 
1.
13
5 
1.1
39
 
1.
0 
1.
0
 
0.
4 

* 
. 

. 
. 

88
9 
86
4 
1.
3 
1.
2 
-2
.8
 

3.
田
科
材
料
n

3.
86
8 
3,
55
1 
8.1
 
7.
5 
-8
.2
 
8.
81
7 
9,
17
0 
8.1
 
8.
3 
4.
0 

. 
拿

拿
. 
-
5,
57
3 
5,
48
7 
8.1
 
7.
9 
-1
.S
 

4.
委
託
只

3,
80
8 
3.
79
6 
8.
0 
8.
0
-0
.3 
6.
60
8 
7,
10
7 
6.1
 
6.
4 
7.
6 

拿
拿

* 
. 
-
4,
76
8 
4.
93
1 
6.
9 
7.1
 
3.
4 

（
四
氾
）
人
材
委
託
n

3
9
8
 
4X
3 
0.
8 
0.
9 
8
8
 

邸
7
匹
0
6
 
0.
6 
-2
.2
 

拿
. 

. 
. 

49
0 
50
7 
0.
7 
0.
7 
3.
5 

(
j
l
j
掲
）
紹
介
手
数
料

2
 
3
 
0.
0 

〇
.0
50
.0
 
22
 
41
 
0.
0 
0.
0 
86
.4
 

. 
. 

. 
. 

, 
16
 
0.
0 
0.
0 
77
.8
 

5.
減
臼
償
却
只

2.
77
4 
2,
73
7 
5.
8 
5.
8 
-1
.3
 
4.
96
5 
5,
03
3 
4.
6 
4.
5 
I.
4 

拿
. 

. 
. 
-
3,
53
8 
3.
53
3 
5.1
 
5.1
 
--0
.1 

（
円
掲
）
憧
物
減
臼
償
却
n

55
6 
55
9 
1.
2
 
1.
2 
0.
5 
60
6 
60
0 
0.
6 
0.
5 
-1
.0
 

拿
. 

* 
拿

57
3 
57
3 
0.
8 
0.
8 
0.
0 

（
円
掲
）
医
〇
揖
U
減
口
償
却
費

1,
14
0 
1,1
 1
0 
2.
4 
2.
3 
-2
.6
 
2.
13
0 
2.
12
7 
2
0
 
1.
9
-0
.1 

* 
. 

* 
* 
-
1,
49
3 
1.
46
8 
2.
2 
2.1
 
-1
.7
 

6.
そ
の
他
の
医
望
口
用

9,
57
7 
9,
95
1 
20
.1
 
21
.1
 
3.
9 
25
,4
91
 
25
,9
17
 
2
3
4
 
23
.3
 
1.
7 

拿
. 

* 
拿
-
15
,0
50
 

15
.4
心
2
1.
9
 
22
.3
 
2.
6 

（
円
掲
）
誼
f
l
l
磁
紐
賃
f
f
l
料

39
1 
38
6 
0.
8 
0.
8 
-1
.3
 
58
0 
59
3 
0.
5 
0.
5 
2.
2 

* 
. 

拿
. 

45
7 
45
8 
0.
7 
0.
7 
0.
2 

(
j
l
j
掲
）
区
図
樋
鵡
賃
慎
料

22
4 
21
6 
0.
5 
0.
5 
-3
.6
 
29
7 
29
3 
0.
3 
0.
3 
-1
.3
 

* 
拿

. 
拿

24
9 
24
9 
0.
4 
0.
4 
-2
.4
 

(
j
l
j
掲
）
水
道
光
然
n

66
6 
75
0 
1
 
4
 
9
 
6
 
12
.6
 
99
2 
1,
11
9 
0.
9 
1.
0
 
12
.8
 

. 
拿

拿
. 

78
3 
88
1 
II
 
1.
3
 
12
.S
 

N
 Il

l益
笠

Il
l
(
1
+
n
-
m
)
 

13
,1
96
 
1 2
.3
80
 
27
.6
 
26
.2
 
-
10
,4
12
 
9,
62
3 
9.
6 
8.
7 

拿
* 

. 
. 

ー
12

.1
43
11
.3
32
 
17
.7
 
16
.4
 

（呑
彎）

額「（f
liほ堕

窪(rlコR
-ロ向4
ナ9'9)

ウ慰イ
労ル金

スをG
鯰染く

庄）閲
J遭

をの
鯰捐

い助
た金1l

1益
笠
12
,7
57
 
12
23
2 
26
.7
 
25
.9
 
-
9.
75
9 
9,
35
6 
9.
0 
a.
4 

* 
. 

. 
. 
-
11
,6
30
 
11
,1
44
 
16
.9
 
16
.1
 

v
税
金

-
2.
01
5 
1,
41
!8
 
1.
9
 
1.
3
 
-2
6.
2 

. 
. 

* 
. 

VI
税
引
後
の
総
損
益
鰻
額

(
W
-
V
)

-
8.
39
7 
8,
13
5 
7.
7 
7.
3 

. 
. 

. 
. 

樟
設
数

28
1 

14
8 

拿
43
0 

平
均
ユ
ニ
ッ
ト
数

3
 
3
 

5
 
5
 

. 
. 

4
 
4
 

`
J
 

（注
）

1.
構
成
比
牢
は
「

I'
（
呑
考
）
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
閲
遠
の
捐
助
金
（
証
菜
日
向
け
慰
労
金
を
餘
く
）
J
を
餘
い
た
医
稟
収
益
」
と
「

n
介
謹
収
益
」
を
合
n
し
た
金
額
に
対
す
る
各
収
益
科
目
、
又
は
n
用
科
目
の
割
合
で
あ
る
。

2.
「
そ
の
他
J
と
は
、
市
町
村
立
な
ど
の
臼
科
訟
0
所
で
あ
る
。
（
以
下
同
様
）

3
個
人
立
の
白
科
診
摂
所
の
揖
益
翌
額
か
ら
は
、
開
設
者
の
報
闊
と
な
る
郎
分
以
外
に
、
這
物
、
設
偽
に
つ
い
て
現
存
物
の
臼
臼
以
上
の
改
芭
を
行
う
た
め
の
内
部
賃
金
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

4.
佃
人
立
の
臼
科
駐
租
所
は
税
金
に
つ
い
て
団
査
し
て
い
な
い
の
で
、
佃
人
立
の
臼
科
診
碩
所
が
含
ま
れ
る
纂
計
区
分
で
は
税
金
の
稟
計
は
し
て
い
な
い
。
（
以
下
同
様
）

5.
「
全
体
」
と
は
、
個
人
、
医
疫
法
人
の
ほ
か
、
市
町
村
立
な
ど
を
含
め
て
以
純
纂
計
し
た
も
の
。

個
人
立
の
臼
科
診
租
所
の
「
捐
益
追
額
」
と
そ
れ
以
外
の
臼
科
診
租
所
の
「
捐
益
坦
額
」
で
は
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あ
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械
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に
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出
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の
で
あ
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こ
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に
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。



2 歯科医院における
美容歯科の範囲

(1) 歯科口腔外科の診療範囲

歯科医院で美容歯科を行う場合、医師法に違反しないことがとて

も重要です。

歯科医師は歯科医業を行うことができますが、医師でないものが

医業を行うと医師法違反になります。

ところが、歯科医業の診療範囲は明確にされておらず、特に歯科

口腔外科の診療範囲はかなり曖昧です。

歯科医院が標榜できる診療科目は歯科、矯正歯科、小児歯科及び

歯科口腔外科の 4つですが、そのうち歯科、矯正歯科、小児歯科の

診療範囲はすぐに理解できると思います。

しかし、歯科口腔外科の診療範囲は曖昧で、以前から診療範囲に

ついて議論されています。

歯科口腔外科の診療範囲の目安になるのが、 1996年に厚生省

（当時）が開催した「歯科口腔外科に関する検討会」です。

検討会では歯科口腔外科の診療領域を下記のようにまとめていま

す。

■ 歯科口腔外科に関する検討会・議事要旨より抜粋

標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域の対象は、原則

として口唇、頬粘膜、上下歯槽、硬口蓋、舌前 3 分の 2 、口腔

底に、軟口蓋、顎骨（顎関節を含む）、唾液腺（耳下腺を除く）
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を加える部位とする。

したがって、審美歯科と呼ばれる歯を白くするホワイトニング、

歯茎を血色の良い色にするピーリング等は歯科医院の診療領域に間

違いはありません。

しかし、プラセンタ注射やビタミン注射は少し問題があります。

医科の場合には、プラセンタ注射やビタミン注射を美容目的で使

用することができます。

医療でいう美容とは、皮凋の新陳代謝（若返り）を促して美肌効

果や免疫強化を期待したり、更年期障害や生理不順等への効果を期

待すること等だと思いますので、歯科医院が美容目的としてプラセ

ンタ注射やビタミン注射を使用すると、医師法違反になる恐れがあ

ります。

しかし、歯科医院でもプラセンタ注射やビタミン注射を歯周病や

歯肉炎の予防という目的で使用するのであれば、歯科口腔外科の診

療範囲に含まれると解釈できます。

ただし、プラセンタ注射やビタミン注射として使用する医薬品の

能書きに、用法として歯科医業云々とは書かれていません。

歯科医師であれば、能書きに書かれている以外の方法で医薬品を

使用しても問題ありませんが、患者との間でトラブルが生じた時

は、注射した歯科医師の過失となり、製薬会社には責任は生じず、

処置をした歯科医師の責任となります。

ですから、疾患に効くのか、安全なのか等を十分に検討してから

使用されることをおすすめします。

なお、解剖学的に口唇とは赤唇部以外にも、鼻の下、ほうれい線

や口角溝まで含めた口周り全体（口輪筋で裏打ちされた部位）と解

釈されているので、歯科医院でも口唇に対するプラセンタ注射やビ

タミン注射などを行うことができます。

2 歯科医院における美容歯科の範囲 9 



しかし、口唇は歯科だけでなく医科の診療領域でもあります。

歯科と医科の診療領域が重複しているので美容目的としてプラセ

ンタ注射やビタミン注射などを行うと医師法違反となる可能性があ

るので、後述するように歯科診療録に歯科としての病名や治療内容

を記載することが大切だと思われます。

(2) 歯科診療録に歯科としての病名や治療内容を記載
する義務がある

1996年に厚生省（当時）が開催した「歯科口腔外科に関する検

討会」の資料を拡大解釈して、歯科医師は口唇についてはどんな治

療もできると勘違いしている方がいるようですが、この考えだと歯

科医師は風邪やインフルエンザの注射を口腔・ロ唇内であれば打て

ることになります。

しかし、風邪の治療をしている歯科医院はありません。

それは注射を打つ部位によって治療範囲が決まるのではなく、治

療の目的となる疾病等によって治療範囲が決まるからです。

風邪であれば内科の範疇になり、口腔・ロ唇を問わず歯科医師が

風邪の治療を行うと医師法違反になります。

医師法違反になるかどうかの判断は歯科診療録（以下、カルテと

いう）に歯科としての病名や治療内容を記載できるかどうかだと私

は思っています。

歯科医師法23条は「歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく

診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」と定めてい

ます。

そして歯科医師法施行規則22条はカルテの記載事項を定めてい

ます。
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